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令和8年度住之江区運営　　方針を策定しました令和8年度住之江区運営　　方針を策定しました心から誇りに思えるまち、
住之江区の実現に向けて

子どもたちの未来のために

安心して子育てができ、子どもたちが笑顔で育つまち安心して子育てができ、子どもたちが笑顔で育つまち
■ 支援が必要な児童、生徒への取組●
●支援が必要な児童、生徒への取組（1,757万円）
　学校等と連携して、支援の必要な児童・生徒や保護者の悩みを傾聴し、
ニーズに合わせた利用可能な支援を提案し、サポートを行います。

■ 全就学前児童への切れ目のない見守り環境の整備
●2歳児家庭見守り支援事業（区68万円）
　2歳児を養育する全保護者に対し、子育てに関する情報をプッシュ型
で提供し、切れ目のない支援を行うことで、児童虐待の未然防止に向け
た取組を推進します。
●子育てマップや子育て情報紙「わいわい」の発行（区30万円）
●�切れ目のない一体的な相談支援を行うことを目的として設置された「こ
ども家庭センター」の円滑な運営

子どもたちがいきいきと学び、成長していくまち子どもたちがいきいきと学び、成長していくまち
■ 児童、生徒の学力向上に向けた取組
●基礎学力アップ事業（区46万円）
●放課後学習チャレンジ教室事業（区461万円）
■ �チャレンジ精神や課題解決力を身につけたり、学習の目的を見

つけたりする機会づくり
●すみのえ未来塾事業（345万円）
●すみのえ運動遊び・体験プログラム事業（区280万円）
　楽しく遊び感覚で運動に取り組めるよう幼
少期から運動習慣を身につける機会を提供し
ます。

　運営方針とは、企業活動などで使われる「戦略計画」（経営戦略）の
考え方を行政に取り入れたもので、成果を常に意識して取組の有効性
をチェックし、改善や新たな展開につなげるＰＤＣＡサイクルの徹底
を狙いとして作成しています。また、運営方針は住之江区将来ビジョ
ンの単年度ごとの具体的取組でもあります。
　区政会議の３つの部会や全体会で活発な意見交換をしていただき、
地域活動協議会へご報告しながら、区政会議でのご意見をふまえて策
定しました。

～運営方針とは～～運営方針とは～

粉浜幼稚園での
「すみのえ運動遊びプログラム」

令和8年度　区運営の基本的な考え方令和8年度　区運営の基本的な考え方

区の使命区の使命

住之江区運営方針はこちら

◦子どもたちの未来のために「安心して子育てができ、子どもたちが
　笑顔で育つまち」「子どもたちがいきいきと学び、成長していくま
　ち」をめざします。
◦すべての人がいきいきと自分らしく暮らせるた
　めに、「支え合い安心して暮らせるまち」「活力
　と魅力のあふれるまち」をめざします。
◦安全・安心に暮らすために、「災害に強いまち」「防
　犯意識の高いまち」をめざします。

◦区役所機能の強化
　〜区民に寄り添う区役所をめざします〜
　区民の視点に立った区役所サービスの提供
　まちづくりの支援拠点としての機能の強化
◦官民連携・情報発信の強化
　〜活力ある地域社会を実現します〜
　官民連携の強化による地域課題の解決
　区政情報・区の魅力の効果的な発信
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